
1 

 佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年佐賀県条例第
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Ⅰ 各任命権者の状況 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

(1) 採用者の状況 

平成２２年度に採用された一般職の職員数は、次のとおりです。 

   （単位：人） 

区 分 合 計 競争試験 選 考 任期付職員 再任用 

一般行政職等 122 69 13 1 39 

公 安 職 77 64 13 

教 育 職 168 145 23 

現 業 職   

合 計 367 133 158 1 75 

（注）１ 区分の職は、適用給料表の区分になります。 

        なお、「教育職」は小・中学校教育職と高等学校教育職を合わせた数です。 

  ２ 「競争試験」とは、人事委員会が実施する一般競争試験によって選抜する方法です。 

３ 「選考」とは、教職員や看護師等の特定職種等について主に知事や教育委員会が実施する 

試験において選抜する方法です。 

            ４ 「任期付職員」とは、専門的な知識経験が必要とされる業務や一定の期間内に終了すること

が見込まれる業務等に従事させる場合に任期を定めて採用する職員です。 

            ５ 「再任用」とは、定年退職等により退職した職員を再雇用する方法です（上記 75 人のう

ち常勤職員は 58 人、短時間勤務職員は 17 人です。）。 
   
(2) 退職者の状況 

平成２２年度に退職した一般職の職員数は、次のとおりです。 

（単位：人） 

定年退職 勧奨退職 そ の 他 

区 分 合計 
 

勤
務
延
長
後

の
退
職

 

定
年
前 

希
望
退
職

普
通
退
職 

分
限
免
職 

懲
戒
免
職 

失
職 

死
亡
退
職 

再
任
用
後
の

離
職
者

一般行政職等 177 117 5 44 1   2 8

公 安 職 74 52 13   2 7

教 育 職 218 111 95   5 7

現 業 職 23 16 6   1

合 計 492 296 5 158 1   10 22

（注）区分の職は、適用給料表の区分になります。 

なお、「教育職」は小・中学校教育職と高等学校教育職を合わせた数です。 
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(3) 職員数の状況 

＜部門別職員数＞  

職員数 
区  分 

H22.4.1 H23.4.1 

対前年

増減数
主な増減理由 

議  会 29 28 ▲1 事務の統廃合縮小(▲1) 

総  務 440 442 2
業務増(26)、その他の増(11)、事務の統廃合縮

小(▲20)、欠員不補充(▲6)、その他の減(▲9) 

税  務 113 107 ▲6 その他の増(1)、欠員不補充(▲7) 

労  働 54 51 ▲3
業務増(3)、その他の増(1)、事務の統廃合縮小(▲
5)、欠員不補充(▲1)、その他の減(▲1) 

農  水 866 821 ▲45
業務増(4)、欠員補充(2)、その他の増(8)、事務

の統廃合縮小(▲42)、欠員不補充(▲11)、その

他の減(▲6) 

商  工 178 176 ▲2
業務増(4)、その他の増(4)、事務の統廃合縮小(▲
6)、その他の減(▲4) 

土  木 635 617 ▲18
業務増(9)、欠員補充(3)、その他の増(8)、事務

の統廃合縮小(▲17)、欠員不補充(▲12)、その

他の減(▲9) 

民  生 406 364 ▲42
業務増(17)、欠員補充(7)、その他の増(4)、事務

の統廃合縮小(▲7)、事務の民間委託(▲60)、欠

員不補充(▲3) 

衛  生 409 405 ▲4
業務増(4)、欠員補充(5)、その他の増(5)、事務

の統廃合縮小(▲11)、欠員不補充(▲4)、その他

の減(▲3) 

一
般
行
政
部
門 

一般行政部門計 3,130 3,011 ▲119  

義務教育 5,803 5,782 ▲21

高等学校等教育 2,127 2,095 ▲32

学校教育以外の 

教育部門 
343 345 2

法令基準の充足(4)、業務増(7)、事務の統

廃合縮小(▲62) 教

育 

小 計 8,273 8,222 ▲51  

警察官 1,642 1,653 11

その他 292 292
業務増(21)、事務の統廃合縮小(▲10) 警

察 
小 計 1,934 1,945 11  

特
別
行
政
部
門 

特別行政部門計 10,207 10,167 ▲40  

病  院 71 59 ▲12 民間等委託(▲12) 

その他 7 7  

公
営
企
業

会
計
部
門 公営企業会計部門計 78 66 ▲12  

総 合 計 
13,415

(14,800)

13,244

(14,184)

▲171

 

 

（注） ( )内は、条例定数の合計です。  

   

 

 

 

 

※県立病院派遣職員については、国の定員管理調査上は「病院」→「衛生」に計上区分が変更となっ

たが、本表については、昨年度との整合性を図るため、計上区分をそのままとした。 
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 ＜年齢別職員数＞ 

職員数（平成 23 年 4 月 1日）                         （単位：人） 

 

構成比（平成 23 年 4 月 1日）                                                                
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(4) 定員適正化の状況 

  

① 知事部局 

○ 佐賀県では、行政改革基本方針等に基づき、平成 7 年 4 月 1 日から平成 16 年 4 月 1 日ま

でに知事部局一般会計の職員を 234 人削減しました。 

○ その後、佐賀県行財政改革緊急プログラム（平成 16 年 10 月策定）に基づき、平成 16 年 4

月１日現在の職員数 3,533 人を平成 21 年 4 月 1日までの 5年間に 200 人削減し、3,333 人に

することを目指して取り組んでまいりましたが、平成 19 年 11 月に同プログラムを佐賀県行

財政改革緊急プログラム Ver.2.0 に改訂し、職員の削減目標についても平成 23 年 4 月 1 日

までの 7年間に 500 人を削減し、3,033 人にするよう見直しました。 

    ○ 平成23年4月1日現在の職員数は3,011人で、平成16年4月1日からの7年間で522

人を削減し、削減目標を達成しました。 

 

20 歳 20 歳 24 歳 28 歳 32 歳 36 歳 40 歳 44 歳 48 歳 52 歳 56 歳 60 歳   

  ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～   計 区分 

未満 23 歳 27 歳 31 歳 35 歳 39 歳 43 歳 47 歳 51 歳 55 歳 59 歳 以上   

職員数 20 246 699 883 1,064 1,427 1,672 1,871 2,006 1,884 1,387 85 13,244
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(年次別進捗状況（知事部局一般会計）) ※毎年4月1日現在の数値   (単位:人) 

年 16 17 18 19 20 21 22 23 計 

（参考）

最終 

目標 

職員数 3,533 3,493 3,455 3,362 3,314 3,219 3,115 3,011  3,033 

増減数  △40 △38 △93  △48 △95 △104 △104 △522 △500 

（注） 従来から、県立病院は削減対象から除いており、県立病院の地方独立行政法人化後に 

    県立病院へ派遣する職員についても削減対象から除外しています。 

職員数の推移　（知事部局一般会計、各年度４月１日現在）
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② 教育委員会 

   教職員については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律ならびに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律等に

基づいて、適正な配置に努めています。 

  児童生徒数の減少に伴い教職員数は減少していますが、小学校低学年及び中学校

１年の少人数学級又はティームティーチングによる指導の選択的導入のための教員

を配置するなど必要な教職員の確保を行っています。 

  （年次別状況） ※毎年4月1日現在の数値             （単位:人） 

年 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 計 

職員数 8,043 7,990 7,984 7,974 7,966 7,930 7,877  

増減数  △53 △6 △10 △8 △36 △53 △166

 

3,455 

3,362 3,314 

3,219 

3,115 
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③ 警察 

警察職員については、依然として厳しい治安情勢に的確に対応するため、定員を

適正に配置し、警察力の強化に努めています。 

平成23年度は、特に、通信指令課を新設するとともに、通信指令業務に従事する

職員を増員配置するなど初動警察活動の強化を図ったところです。 

     （年次別状況） ※毎年4月1日現在の数値             （単位:人） 

年 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 計 

職員数 1,863 1,893 1,919 1,926 1,927 1,929 1,934 1,945  

増減数  30 26 7 1 2 5 11 82 

 

 

２ 職員の給与の状況 

 

県職員の給与は、民間の給与実態調査などをもとに県人事委員会が行う勧告（参考：23 頁）に基づ

き、条例で定められています。 

 

 

(1) 人件費の状況 

                                (平成 22 年度普通会計決算) 

住民基本台帳人口 歳出額(Ａ) 実質収支 人件費（Ｂ） 
人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

(参考)平成21年

度人件費率 

平成23.3.31現在 人 千円 千円 千円 ％ ％

855,968 451,023,288 5,836,865 124,376,170 27.6 26.2 

（注）人件費には、特別職の職員（知事、県議会議員等）に支給される給料、報酬等を含みます。 

歳出額
4,510億円

人件費以外
3,266億円

72.4％

教育委員会
　769億円

知事部局その他
　303億円

警察
　172億円

人件費
　1,244億円　27.6％
　　内訳
　　　特別職報酬等      20億円
　　　一般職給料       575億円
　　　期末勤勉手当     209億円
      職員手当　　　　  92億円
　　　退職手当         111億円
　　　共済組合負担金　 205億円
　　　その他            32億円
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(2) 職員給与費の状況 

（平成 23 年度普通会計予算） 

職員数 給    与    費 １人当たり給与費 

（Ａ） 給  料 職員手当等 期末勤勉手当 計（Ｂ） （Ｂ／Ａ） 

        人           千円             千円             千円               千円                 千円

14,576 60,380,647 10,537,651 21,415,905 92,334,203 6,335 

（注）１ 「職員数」には、臨時的任用職員が含まれます。 
２ 「職員数」には、東部工業用水道局の職員及び特別職の職員は含みません。 
３ 「職員手当等」には、退職手当は含みません。 

 

 

(3) ラスパイレス指数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。 

 

 

(4) 職員の初任給 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

区          分 佐 賀 県 国 

大 学 卒 172,200 円 172,200 円 
一 般 行 政 職 

高 校 卒 140,100 円 140,100 円 

大 学 卒 202,200 円 202,200 円 
公  安  職 

高 校 卒 158,100 円 158,100 円 

小・中学校教育職 大 学 卒 192,800 円 － 

高等学校教育職 大 学 卒 192,800 円 － 

（注）１ 職種区分は、平成 23 年地方公務員給与実態調査に基づくものです。 
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(5) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

区   分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一 般 行 政 職 345,410 円 415,667 円 44．0 歳 

公    安    職 329,583 円 442,460 円 40．5 歳 

小・中学校教育職 388,026 円 425,000 円 45. 0 歳 

高等学校教育職 384,942 円 429,477 円 44. 0 歳 

現  業  職 344,329 円 386,996 円 50. 4 歳 

（注）１ 「給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当などの諸手当の額を合計したものです。 

２ 職種区分は、平成 23 年地方公務員給与実態調査に基づくものです。 

 

 

(6) 職員の経験年数別平均給料月額 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

区       分 経験１０年 経験１５年 経験２０年 

大 学 卒 267,035 円 322,578 円 367,089 円 
一 般 行 政 職 

高 校 卒 215,938 円 268,056 円 308,284 円 

大 学 卒 279,847 円 329,900 円 375,350 円 
公  安  職 

高 校 卒 248,076 円 297,730 円 342,186 円 

小・中学校教育職 大 学 卒 301,605 円 361,286 円 396,767 円 

高等学校教育職 大 学 卒 300,940 円 361,191 円 405,541 円 

現  業  職 高 校 卒 228,600 円 245,900 円 339,100 円 

（注）１ 職種区分は、平成 23 年地方公務員給与実態調査に基づくものです。 
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(7) 一般行政職の級別職員数 

   （平成 23 年 4 月 1日現在） 

(参考) 構成比（％）
級 標準的な職務 人員

（人） 
構成比

（％） 1 年前 5 年前 

9 級 本庁の本部長の職務又は相当職 10 0.3 0.3 0.3

8 級 本庁の副本部長の職務又は相当職 58 1.9 1.8 1.5

7 級 本庁の困難な業務を所掌する課長の職務又は相当職 95 3.1 3.4 3.2

6 級 本庁の課長の職務又は相当職 154 5.0 4.2 3.7

5 級 本庁の困難な業務を処理する副課長の職務又は相当職 554 17.9 18.7 19.0

4 級 
1 本庁の副課長の職務又は相当職 

2 本庁の困難な業務を処理する係長の職務又は相当職 
1,258 40.7 40.8 39.1

3 級 本庁の係長の職務又は相当職 590 19.1 18.5 20.7

2 級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事・技師 169 5.5 5.6 5.7

1 級 定型的な業務を行う主事・技師 200 6.5 6.7 6.8

計 3,088 100.0 100.0 100.0
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(8)職員の手当の状況 

① 期末手当及び勤勉手当 

                       （平成 23 年 4 月 1日現在） 

（注）１ 支給割合の中段は特定幹部職員に、下段は再任用職員にかかる率です。 
２ 佐賀県の特定幹部職員とは、一般行政職の副本部長級以上の職員及びこれに相当する職員です。 

 

② 退職手当 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

佐  賀  県 国 
区  分 

自 己 都 合 勧奨・定年 自 己 都 合 勧奨・定年 

勤続２０年  23.5 月分 30.55 月分 23.5 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.5 月分 41.34 月分 33.5 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.5 月分 59.28 月分 47.5 月分 59.28 月分

支
給
割
合 

最高限度 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分

その他加算措置 
定年前早期退職の特例措置 

（２％～２０％加算） 

定年前早期退職の特例措置 

（２％～２０％加算） 

退職時特別昇給 無 無 

1 人当たり平均支給額
自己都合      ３７５千円

勧奨その他  ２６，６７９千円
 

 

③ 地域手当 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

支給対象地域等 
東京都 

特別区 
大阪市 福岡市 

福岡県 

太宰府市
長崎市 医師、歯科医師

支  給  率 １８ ％ １５ ％ １０ ％ ３ ％ ３ ％ １５ ％

支給対象職員数 ２３ 人 ５ 人 ４ 人 １ 人 １ 人 １３ 人

国の制度（支 給 率） １８ ％ １５ ％ １０ ％ ３ ％ ３ ％ １５ ％

支給対象職員１人当たり

平均支給年額 
７４５，９７７円 

（注）支給対象職員１人当たり平均支給年額は、平成 22 年度普通会計決算によるものです。 

佐  賀  県 国 
区  分 

期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 

６月期 
1.225 月分 

1.025 月分 

0.650 月分 

0.675 月分 

0.875 月分 

0.325 月分 

1.225 月分 

1.025 月分 

0.650 月分 

0.675 月分 

0.875 月分 

0.325 月分 

１２月期 
1.375 月分 

1.175 月分 

0.800 月分 

0.675 月分 

0.875 月分 

0.325 月分 

1.375 月分 

1.175 月分 

0.800 月分 

0.675 月分 

0.875 月分 

0.325 月分 

支 

給 

割 

合 

計 
2.60 月分 

2.20 月分 

1.45 月分 

1.35 月分 

1.75 月分 

0.65 月分 

2.60 月分 

2.20 月分 

1.45 月分 

1.35 月分 

1.75 月分 

0.65 月分 

職制上の段階、職務の級

等による加算措置 
有 有 
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④ 特殊勤務手当 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

手当支給職員数の割合    ３４．４ ％ 

支給対象職員１人当たり

平均支給年額 
  ８８，４９７円 

手 当 の 種 類     ３５ 種類 

支給額の多い手当
教員特殊業務手当、警務作業手当、教育業務連絡指導手

当、教務手当、税務手当 
代表的な手当の名称 

多くの職員に支給

されている手当 

教員特殊業務手当、警務作業手当、教育業務連絡指導手

当、用地交渉従事手当、税務手当 

（注）支給対象職員１人当たり平均支給年額は、平成 22 年度普通会計決算によるものです。 

 

⑤ 時間外勤務手当 

 

平成２２年度 支  給  総  額 ２，３０５，９１６ 千円 

（普通会計決算） 職員１人当たり平均支給年額 １７２，９０９  円 

平成２１年度 支  給  総  額 ２，３５６，８７７ 千円 

（普通会計決算） 職員１人当たり平均支給年額 １７４，８３０  円 

 

⑥ 扶養手当 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

 

⑦ 住居手当 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

内           容 国の制度との異同 

借家・借間    最高支給限度額 ２７，０００円 同 

 

 

内           容 国の制度との異同

扶養親族の区分 支給月額 

配 偶 者                １３，０００ 円 

配偶者がない場合の１人目  １１，０００ 円 
子・父母等 

上記以外  ６，５００ 円 

また、満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子がいる場合  

１人につき５，０００円を加算  

同 



 

 - 11 -

⑧通勤手当 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

内           容 国の制度との異同 

交通機関利用者 
全額支給限度額          ５５，０００ 円 
 

交通用具使用者 
最高支給限度額 
自動車・バイク         ３８，４００ 円 
自転車             ２０，９００ 円 
 

特別急行列車等利用者 
           最高加算限度額 ２０，０００ 円 

一部異なる。 
 （本県の交通事情を考慮し

て原動機付交通用具にお

ける手当区分を独自に設

定） 

 

 

(9)特別職の報酬等 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

区 分 給料月額又は報酬月額 期 末 手 当 

知   事 

副 知 事 

（給料月額） １，１９０，０００ 円

（  〃  ）   ９４０，０００ 円

議   長 

副 議 長 

議   員 

（報酬月額）   ９４０，０００ 円

（  〃  ）   ８２０，０００ 円

（   〃  ）   ７６０，０００ 円

（支給割合） 

 

６月期   １．４０月分 

１２月期   １．５５月分 

計    ２．９５月分 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

 （1）勤務時間等 

  ① 勤務時間 

   勤務時間は、休憩時間を除き 1日について 7 時間 45 分、1 週間について 38 時間 45 分です。 

一般的な職員の勤務時間は、午前 8時 30 分から午後 5時 15 分までとしていますが、公務の

運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員（以下「交替制等勤務職員」

という。）等の勤務時間の割振りは、各任命権者が別に定めています。 

   ② 週休２日制 

    日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間が割り振られていない日）です。 

交替制等勤務職員の週休日は、各任命権者が別に定めています。 

 

 （2）休日 

    職員の休日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の 1月 3日ま

での日（同法に規定する休日を除く。）となっています。 

 

 （3）休暇等 

    年次休暇、病気の場合の休暇及び育児のための休暇等、次のようなものがあります。 

休暇等の種類 休 暇 等 の 期 間 摘   要 

年次休暇 1 年につき 20 日間  

夏季休暇 
7 月 1 日から 9月 30 日までの期間に、原

則として連続する 3日以内 

 

公務災害休暇 医師の証明等により必要と認める期間 
公務災害であると認定され、勤務する

ことが困難な場合 

結核性疾患 

休暇 

・勤続年数 1年未満の者 6 月以内 

・1年以上 5年未満の者 1 年以内 

・5年以上の者   1 年 6 月以内 

職員定期健康診断の結果、療養、休養

を命じられた場合など 

病気休暇 
引き続き 90 日（高血圧症等であるとき

は 180 日）以内 

公務災害以外の負傷や病気により勤務

が困難な場合 

生理休暇 2 日以内 
生理日の勤務が著しく困難な女子職員

が請求した場合 

産前及び産後

通院休暇 

1 回につき 1 日の正規の勤務時間の範囲

内で必要と認められる時間 

・妊娠満 23 週までの期間 

4 週間に 1回

・妊娠満 24 週から 35 週までの期間 

 2 週間に 1回

・妊娠満 36 週から出産までの期間 

 1 週間に 1回

・産後 1年までの期間 

1 年に 1回

妊娠中又は産後 1 年以内の女子職員が

保健指導又は健康診査を受ける場合 
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妊娠通勤緩和

休暇 

1 日につき 1時間を超えない範囲内で 

必要と認められる時間 

交通機関を利用して通勤している妊娠

中の女子職員が、その交通機関の混雑

の程度が母体又は胎児の健康保持に影

響があると認められ、職員が請求した

場合 

妊娠障害休暇 
7 日を超えない範囲内で必要と認められ

る期間 

妊娠中の女子職員がつわりのため勤務

することが困難な場合 

産前休暇及び

産後休暇 

産前 8 週間（多胎妊娠の場合は 14 週

間）以内 

産後 8 週間 

 

出産補助休暇 

配偶者の出産の日から 14 日以内におい

て3日を超えない範囲内で必要と認めら

れる期間 

職員が配偶者の出産により退院の付添

い等に従事するため休暇を請求した場

合 

配偶者出産時

育児休暇 

産前 8 週間（多胎妊娠 14 週間）から産

後 8週間までの期間において 5日以内 

配偶者が妊娠・出産期にある職員が出

産に係る子又はそれ以外の小学校就学

前の子の育児を行うため請求した場合

育児休暇 

1 日 2 回を超えず、かつ、合計 90 分以内

（男性職員の場合は当該子の母親との

調整がある） 

生後 2 年に達しない子を育てている職

員が、その子を保育するため請求した

場合 

子の看護の 

ための休暇 

5 日の範囲内 

（対象となる子が 2 名以上の場合は 10

日の範囲内） 

中学校就学前の子を養育する職員が、

その子の看護のため勤務しないことが

相当と認められる場合 

育児休業 
子が生後3年に達する日までの間で承認

があった期間 

職員が 3 歳に満たない子を養育する場

合。休業期間は、無給 

介護休暇 連続する 6月の期間内 

職員の配偶者、子、父母等で負傷、疾

病又は老齢により 2 週間以上にわたり

日常生活を営むのに支障がある者を介

護する場合。無給休暇。 

慶弔休暇 

忌引 死亡した者により 10 日から 1日

の連続する日数 

父母の祭日 1 日 

婚姻 7 日 

親族等が死亡した場合 

職員が結婚した場合 

骨髄移植の 

ための休暇 

必要な検査、入院等に要する期間の範囲

内 

職員が骨髄移植の骨髄液を提供するた

めに休暇を請求した場合 

ボランティア

休暇 
1 年に 7日の範囲内 

職員が報酬を受けないで被災者、障害

者等に対する支援活動などを行う場合

その他の特別

休暇 

勤務しないことがやむを得ないと認め

られるときに、その都度、必要と認めら

れる期間 

ただし、住居滅失は、一週間を超えない

範囲 

・ 選挙権等公民権行使の場合 

・ 証人、鑑定人等として国会、裁判所

等へ出頭する場合 

・ 感染症等予防のため法により交通

制限・遮断等があった場合 

・ 非常災害等による交通遮断・途絶の

場合 

・ 天災事変による住居滅失等の場合 

・ 交通機関の事故等の場合 
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 ４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

(1) 分限処分の状況 

   分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を果たし得ない場合に、公務の遂行を確

保するためなされる職員の意に反する不利益な身分上の変動を伴う処分をいいます。 

   平成 22 年度の分限処分者数は、次のとおりです。 

                                     （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 条例で定める事由による場合とは、学校、研究所等において学術に関する事項 

の調査、研究、又は指導に従事する場合及び職員が災害により行方不明となった 

場合です。 

２ 休職処分者数は、処分件数に着目して計上したものであり、延べ人数です。 

 

(2) 懲戒処分の状況 

 懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する責任を追及し、その制裁として行う処分を

いいます。 

 平成 22 年度懲戒処分者数は、次のとおりです。 

                        (単位：人) 

           処分の種類

処 分 事 由 
戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 1 1  2

職務上の義務に違反し、又は職務を

怠った場合 
1 1  2

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行のあった場合 
2 2 4

合   計 2 4 2 8

 

           処分の種類

処 分 事 由 
降任 免職 休職 降給 合計 

勤務実績が良くない場合   

心身の故障の場合 252  252

職に必要な適格性を欠く場合   

職制､定数の改廃、予算の減少による

廃職、過員を生じた場合 
  

刑事事件に関し起訴された場合   1  1

条例で定める事由による場合   2 2

合   計 255 255
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 ５ 職員の服務の状況 

 

(1) 職務専念義務 

職員は、法律や条例に特別の定めがある場合以外は、勤務時間中に職務以外のことに従事し

たり、勤務時間中注意力を職務外のことにそらしたりすることのないようにして、職務のみに

従事しなければなりません。 

     ただし、条例に定める事由に該当する場合は、あらかじめ承認を得れば、職務に専念する義

務を免除されます。 

     （条例に定める事由） 

・ 研修を受ける場合 

・ 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

・ その他人事委員会規則（「職務に専念する義務の特例に関する規則」）に定める事項に

該当する場合 

 

(2) 営利企業等への従事制限 

    職員は、地方公務員法の規定により任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等

を兼ねることや自ら営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事す

ることはできません。 

許可の基準としては、その職員の占める職と、当該営利事業等との間に特別な利害関係又

はその発生のおそれがなく、かつ営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合

その他法の精神に反しない場合の外はこれを許可しないこととしています。 

    なお、教職員については、教育公務員特例法の規定により、教育に関する他の職を兼ねる

ことや教育に関する他の事業、事務に従事することが、本務の遂行に支障がないと任命権者が

認める場合、その職を兼ねることや業務に従事することができます。 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 

(1) 研修の状況 

① 一般行政職員等 

職員の行政遂行能力の向上等を図るため、平成 22 年度は以下の区分により研修を実施

しました。 

○修習所研修：職員に職務を遂行するために共通して必要な能力、知識・技能等を習得

させることを目的として、自治修習所が実施する研修 

○部 局 研 修：職員に本部等の業務を遂行するために必要な専門的な知識、技能等を習

得させることを目的として、当該業務を所管する部局長が実施する研修 

○職 場 研 修：職場内において日常の業務を通じ、若しくは職務に関連させて、職員に

その職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させることを目的と

して実施する研修 

○派 遣 研 修：職務を遂行するために必要な高度で専門的な知識・技術を習得させるこ

とを目的として、職員を外部機関に派遣する研修 

 

なお、主な研修（修習所研修）は、次のとおりです。 



 

 - 16 -

区   分 研  修  名  等 
修了者数

（人） 

コンピテンシー能力

開発研修 

受講を希望し、所属長の推薦を受けた職員を対象とした研修 

 集合研修） 

・ 整理力向上 

・ 文書・データ整理術 

・ チームワーク強化 等（２８講座） 

 ｅラーニング） 

・ マネジメントの基本 

・ リスクマネジメント 

・ 論理的思考力ステップアップ 等（１９講座） 

1,091

200

組織力アップ研修 

＜マネジメント編＞ 

 ・ 所属長マネジメント研修 

 ・ ニューリーダー研修 

 ・ 管理職早朝研修 

 ・ 管理職重要課題・政策研修 

 ・ 行政マネジメント研修 

 ・ 新任係長研修 

 ・ チームリーダーマネジメント・シリーズ研修 

＜会議改革編＞ 

 ・ ファシリテーション副課長・副所長研修 

 ・ ファシリテーター・フォロー研修 

＜コミュニケーション・モチベーション編＞ 

 ・ 若手職員コミュニケーションアップ研修 

 ・ モチベーションアップ特別講演 

134

55

275

238

298

95

64

164

50

84

136

新規採用職員研修 

平成 21 年度中途及び平成 22 年 4 月 1 日付け採用職員を対象とし

た研修 

・ 新規採用職員研修（第Ⅰ期～第Ⅳ期） 

64

職場研修推進員 

研修 

新採(新規採用者)トレーナーに選任された職員を対象とした研修 

・ 新採トレーナー研修 

・ 新採トレーナー・フォロー研修 

各所属に配置された職場研修推進員を対象とした研修 

・ 職場研修推進員研修（人権同和問題研修） 

・ 職場研修推進員研修（接遇研修） 

31

36

122

124

特別研修 

秘書課の秘書業務を行う職員を対象とした研修 

・ 知事秘書研修 

本部長等の秘書業務を行う職員を対象とした研修 

・ 本部長秘書研修 

現業職員を対象とした研修 

・ 現業職員研修 

（佐賀県のルール、危機管理・コンプライアンス、 

接遇・マナー、ＯＡ、会計、文書、旅費など） 

3

4

364

 

② 教育職 

教職員に対し、平成 22 年度は以下の研修を実施しました。 

        ア 職務遂行に必要な専門的知識・技能の向上を図るため、指定された該当者が受講

する研修 

        イ 教科・領域等を中心に、実践的指導力の向上を図るための希望に基づく研修 

        ウ 専門的な知識・技術を高め、各学校における指導的役割を果たす教職員の育成を

図るため、一定期間に断続的に行う研修 
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なお、主な研修は次のとおりです。 

区 分 研 修 名 等 
修了者数

（人） 

新たに採用された教職員等を対象とした研修 

・ 新規採用教職員研修 

・ 初任者研修 

 

161

109

校長、教務主任、学年主任、生徒指導主事等 職務を対象と 

する研修 

・ 新任校長研修 

・ 新任教頭・県立学校新任事務長研修 

・ 新任主幹教諭研修 

・ 新任教務主任研修 

・ 中学校・県立学校新任進路指導主事研修 

・ 新任生徒指導主事・小学校新任生徒指導担当教員研修 

・ 新任学年主任研修 

・ 小学校・中学校新任研究主任研修 

・ 新任特別支援学級・新任通級指導教室担当教員研修 

・ 事務長研修 

・ 寄宿舎指導員等研修 

・ 新任常勤講師研修 

・ 危機管理マネジメント研修 

・ 安全な理科実験・観察の指導研修 

・ 情報教育コーディネーター養成研修 

・ 指導主事等研修 

 

 

33

42

12

62

39

58

71

72

80

113

62

96

296

65

20

155

一定の在職期間に達した教職員を対象とした研修 

・ 教職経験者研修（3年） 

・ 教職経験者研修（10年） 

 

234

104

すべての校長、教頭、教諭を対象に3年に1回（特別支援学校は 

4年に1回）行う研修 

・ 新教育課程説明会 2,200

特別支援教育推進事業 

・ 管理職対象研修 

・ 特別支援教育コーディネーター等スキルアップ研修 

44

1,655

人権・同和教育に関する研修 

・ 人権・同和教育担当者地区別研修 他 935

アに該当する研修 

体育保健課が行う学校体育主任研修 337

教育センターで行う専門研修 

・ 幼児教育講座(1 講座) 

・ 教科に関する講座 （43 講座） 

・ 領域に関する講座 （17 講座） 

・ 生徒指導、教育相談、特別支援教育に関する講座（14 講座） 

・ 情報教育に関する講座 （16 講座） 

 

88

983

676

920

394

(3,061)

イに該当する研修 

体育保健課が行う体育指導者講習会 等 1,219

ウに該当する研修 ・ 教育相談集中講座 

・ 小学校外国語活動実践研修 

15

174
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③ 公安職 

警察教養は、警察職員一人ひとりが、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察

の責務とを自覚し、職務に係る倫理を保持し、適正に職務を遂行する能力を修得すること

を目的とします。 

この目的を達成するため、平成 22 年度は、次の事項を行いました。 

ア  職務倫理を保持させること。 

イ  階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。 

ウ  警察に関する学術を修得させ、職務を遂行するための警察実務に関する知識、技

能、体力、判断力及び行動力を養うこと。 

                       警察教養規則（国家公安委員会規則 平成 12 年 4 月 1日施行） 

 

なお、主な研修は次のとおりです。 

区  分 研 修 名 等 
修了者数

（人） 

採用時教養 

 新規採用職員に対する職務倫理及び警察実務教養 

警察官（大卒） 2 クラス 

警察官（高卒） 1 クラス 

一 般 職 員   1 クラス 

45

28

14

昇任時教養 

 昇任者に対する幹部研修 

警部補任用科  1 クラス 

巡査部長任用科 1 クラス 

15

12

専科教養 

 現任職員に対する警察実務教養 

・30 課程 34 専科 414

警察学校等の研修 

職場教養 

 九州管区青年警察職員合宿研修 2

昇任時教養 

 昇任者に対する幹部教養 

・7課程 107警察大学校、管区 
警察学校の研修 専科教養等 

 現任職員に対する警察実務教養 

   ・97 課程 109

 

③ 勤務成績の評定の状況 

（ア）知事部局 

適正な人員配置や職場での教育訓練の参考とするため、職務上の行動をもとに評価を行

いました。 

評価の対象は、副本部長級以下の正職員です。職員能力開発モデル（コンピテンシーモ

デル）を使って、本人が自己評価を行い、直属の上司と更に上位の上司は評価を行います。

被評価者と評価者は面談により評価点が異なるところや被評価者の能力開発について意

見交換を行い、評価点を決定します。最終的な評価点は本人にも伝えられ、本人の納得性

を担保します。 

 



 

 - 19 -

（イ）教育委員会 

適材適所の人員配置の参考とするため、勤務実績や能力などについて評定を行いました。

勤務評定の対象は、すべての正規の教職員です。副校長、教頭、事務長及び統括事務長を

補助評定者として、校長が評定者となり、平成 22 年 9 月 1 日又は平成 22 年 12 月 1 日を

基準日として、勤務評定規則に基づき勤務評定を行っています。 

 

（ウ）警察 

人事管理及び人事配置の参考とするため、勤務成績、人物、職務の適性について、勤務

評定を行いました。評定の対象者は、警視級、課長級以下の職員です。課長補佐級以上の

上司が評定者となり、平成 22 年 12 月 31 日を基準日として、被評定者が評定者と面接し

て自己評価を行った後、勤務評定を行い、更に評定者より上位の者が勤務評定の不均衡を

調整します。 

 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

(1) 福祉の状況 

① 職員の安全衛生 

         職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を促進するため、労働安全衛生法

(昭和 47年法律第 57号)及び各任命権者の安全衛生管理規程に基づき、各職場に安全管理者、

衛生管理者、安全衛生推進者及び産業医等を配置し、職員の安全･衛生の維持・向上に努めて

います。 

また、産業医及び衛生管理者等の講習会への派遣並びに所属長及び衛生管理者等、職場で

職員の健康管理を担当している者を対象とした健康管理講演会の開催により知識･技術の向

上に努めています。  

 

② 職員の健康管理 

         職員の健康状態を把握し、生活習慣病、結核及び職業病などの健康障害を早期に発見する

ため、労働安全衛生法等に基づき、事業主に義務づけられている定期健康診断や、生活習慣

病健診、特定業務従事者を対象とした特別健診を実施しています。 

また、職員個人に適した健康管理と健康の回復を図るため、内科医及び精神科医による健

康相談等を実施しています。 

 

健康診断の内容 

区   分 主  な  内  容 

定期健康診断 胸部Ｘ線撮影、尿検査、心電図検査、血液生化学検査 等 

生活習慣病健診 胃健診、大腸健診、婦人健診、人間ドック 

特 別 健 診 
振動病健診（知事部局、教育委員会のみ）、ＶＤＴ健診、ＨＣＶ
抗体検査 等 
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③ その他の福利厚生 

     各任命権者においては、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 42 条に基づき、職員の健

康増進と親睦を図るための球技大会（知事部局）や生涯生活設計の確立とその実現を図るため

のライフプラン研修を開催しています。 

また、職員の福利増進により公務能率の向上を図るため、職員の相互共済制度に関する条例

(昭和 31年佐賀県条例第 56号)に基づき設立された職員互助会が実施する福利厚生事業に対し

助成しています。（平成 22 年度県補助額 11,431 千円） 

 

(2) 利益の保護の状況 

   地方公務員法には、職員の権利を保護するための制度として、勤務条件に関する措置要求制度

（同法第 46 条）及び不服申立て制度（同法第 49 条の 2）が規定されています。 

職員は、勤務条件に関する措置要求制度により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人

事委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置がとられるべきことを要求することが

でき、また、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職員は、不服申立て制度により、

人事委員会に対して、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。 

これらの制度の状況は、Ⅱ-３勤務条件に関する措置の要求状況（27 頁）、Ⅱ-４不利益処分に

関する不服申立ての状況（27 頁）のとおりです。 
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Ⅱ 人事委員会の状況 

 

１ 職員の競争試験及び選考の状況 

（１） 競争試験 （平成 22 年度） 

多彩で優秀な人材を確保するため、職務遂行に必要な受験者の知識、技術、その他の能力を検証

する、県職員・警察官採用試験を実施しました。 

試験区分 試験の概要 

①大学卒業程度 

○行政特別枠試験   

 

 

 

 

○通常試験 

 

 

 

○Ｕ・Ｉターン型民間

企業等職務経験者試

験 

 

 

②短期大学卒業程度、 

高等学校卒業程度 

 

 

 

③警察官Ａ（大卒）、 

警察官Ｂ（大卒以外） 

 

 

・アピールシートによる書類選考 

・第１次試験：教養試験 

・第２次試験：面接試験（個別）、適性検査、論文試験 

・第３次試験：面接試験（個別（2回）、集団討論） 

 

・第１次試験：教養試験、専門試験 

・第２次試験：論文試験、面接試験（個別（2回）、集団討論 

（行政のみ））、適性検査、実績等加点 

 

・第１次試験：アピールシートによる書類選考 

・第２次試験：論文試験、面接試験（個別）、適性検査 

 

 

 

・第１次試験：教養試験、適性試験（行政、警察事務）、 

専門試験（行政、警察事務を除く）、 

・第２次試験：論文（作文）試験、面接試験（個別）、適性検査 

 

 

・第１次試験：教養試験、体力試験（武道指導区分を除く）、 

実技試験（武道指導区分） 

・第２次試験：論文（作文）試験、面接試験（個別（2回））、 

適性検査 
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   （単位：人） 

試験区分 申込者数 
受験者数 
（Ａ） 

１次試験 
合格者数 

最終合格者

数 （Ｂ） 
最終倍率

（Ａ/Ｂ）

行政 203 119 15 5 23.8 

学校事務 408 310 63 21 14.8 

警察事務 68 58 9 3 19.3 

電気 17 9 3 1 9.0 

機械 9 5 3 1 5.0 

総合土木 34 22 3 1 22.0 

建築 18 14 6 2 7.0 

化学 47 34 6 2 17.0 

農政 45 35 9 3 11.7 

林業 4 1 1 1 1.0 

水産 14 9 3 1 9.0 

保健師 44 37 12 4 9.3 

計 911 653 133 45 14.5 

U・I 民間経験 512 512 19 6 85.3 

行政特別枠 469 469 36 5 93.8

大
卒
程
度 

大卒計 1,892 1,634 188 56 29.2

学校栄養職員 54 46 9 3 15.3 

臨床検査技師 11 11 3 1 11.0 

短
卒
程
度 短大卒計 65 57 12 4 14.3 

行政 50 45 9 3 15.0 

警察事務 55 48 9 3 16.0 

総合土木 11 9 3 1 9.0 

高
卒
程
度 

高卒計 116 102 21 7 14.6

県職員合計 2,073 1,793 221 67 26.8 
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試験区分 申込者数 
受験者数

（Ａ） 
１次試験 
合格者数 

最終合格者

数 （Ｂ） 
最終倍率

（Ａ/Ｂ）

Ａ男性〔1 回〕 309 217 96 40 5.4 

Ａ女性〔1 回〕 59 40 9 3 13.3 

計 368 257 105 43 6.0 

Ａ男性〔2 回〕 420 274 78 33 8.3 

Ａ武道(柔道) 3 3 2 2 1.5 

Ａ武道(剣道) 1 1 0 0 -

Ａ女性〔2 回〕 87 48 9 3 16.0 

計 511 326 89 38 8.6 

Ｂ男性 440 302 75 36 8.4 

Ｂ武道(柔道) 4 4 2 1 4.0 

Ｂ武道(剣道) 6 6 2 1 6.0 

Ｂ女性 80 53 9 3 17.7 

警
察
官 

計 530 365 88 41 8.9 

警察官合計 1,409 948 282 122 7.8

総計 3,482 2,741 503 189 14.5 

                                                                

（２） 選考（平成 22 年度） 

①採用選考の状況（②を除きます。） 

職員の採用は原則として競争試験によりますが、特殊の免許資格を必要とする職、特殊の知能・

経験・能力を必要とする職については、選考により職員を採用しました。 

                                                                                （単位：人） 

任命権者 

任用等級 
知事 教育委員会 警察本部 計  

本部長級  0

副本部長級 1  1

課長級 3 5 1 9

副課長級 2 1  3

係長級 23 5 3 31

主事級 32 1 1 34

警視級 2 2

警部級 2 2

警部補級 1 1

巡査部長級 4 4

巡査級 1 1

合計 61 12 15 88
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※国等の職員を本県職員に採用する場合を含みます。 

②身体障害者を対象とする県職員採用選考 

障害者の雇用を促進するため、障害程度が１級から４級までの人を対象として、採用選考試験を

実施しました。 

区  分 試験の概要 

行  政 

学校事務 

警察事務 

・第１次試験：教養試験 

・第２次試験：作文試験、適性検査、面接試験（個別） 

 

                                                                         

                                                                                （単位：人） 

区  分 申込者数 
受験者数 

（Ａ） 

１次試験 

合格者数 

最終合格者

数 （Ｂ） 

最終倍率 

（Ａ/Ｂ）

行  政 1 

学校事務 － 

警察事務 

7 7 4 

1 

3.5 

 

③昇任選考 

知事部局等係長級以上の職及び警察本部の警視級について人事委員会が選考により職員の昇任

を行いました。 

                                                                                （単位：人） 

任命権者 

任用等級 
知事 

教 育

委員会

警察 

本部 
議会 監査 海区 東工 計 

本部長級 3 1 1   5

副本部長級 20 4 1   25

課長級 75 1 2 1 1  80

副課長級 60 5 3 1 3  1 73

係長級 62 15 3   80

警視級  11   11

合  計 220 25 20 2 5 1 1 274
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２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

  平成 22 年度 報告・勧告の概要 

報告・勧告年月日 平成 22 年 10 月 ５ 日 

地方公務員法第８条第１項、第 14 条第２項及び第 26 条の規定に基づき、平成 22 年 10 月５日、

県議会議長及び知事に対し、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について報告及び勧告を行い

ました。 

その概要は次のとおりです。 

 

【報告及び勧告の概要】 

① 公民の給与較差に基づく給与改定 

ア 民間給与実態調査 

企業規模 50 人以上、かつ、事業所規模 50 人以上の県内民間事業所 324 事業所から無作為に

146 事業所を抽出し、平成 22 年４月分の給与について職種別に実地調査（調査完了 132 事業

所） 

 

イ 公民給与の比較 

〔月例給〕 

平成 22 年４月の県職員給与（行政職給料表適用職員）と民間の事務・技術関係職種の従業

員の給与について、役職段階・学歴・年齢別に対比してラスパイレス方式により較差を算出 

民間給与（Ａ） 県職員給与（Ｂ） 較差（Ａ－Ｂ） 

減額措置前 374,822 円 △1,076 円（△0.29％）
373,746 円 

減額措置後 361,023 円 12,723 円（ 3.52％）

※県職員給与は、特例条例による給料及び管理職手当の減額措置前と減額措置後で比較しています。 

 

〔期末・勤勉手当〕 

平成 21 年冬と平成 22 年夏の１年間の民間の支給実績（支給割合）と県職員の年間支給月数

を比較 

県職員の支給割合（4.15 月分）を民間の支給割合（3.94 月分）に見合うよう引下げ 

 

ウ 県職員の給与について 

〔平成 22 年の給与改定〕 

特例条例による減額措置は臨時的な特例措置であることや、本来支給されるべき給与水準を

示すという給与勧告制度の趣旨から、当該措置がないものとした場合に支給される県職員の給

与と民間給与とを比較した結果、民間給与との較差を解消するため、月例給を引下げ（若年層

及び医療職(一)等を除きすべての給料月額の引下げ並びに 50 歳を超える職員（本部長級、副

本部長級又は課長級の職にない職員、医療職給料表（一）適用職員、再任用職員、任期付研究

員及び特定任期付職員を除く。）の給与水準の是正） 

また、期末手当及び勤勉手当についても、民間の特別給の支給割合に見合うよう支給月数を

引下げ 

 

② 教育職の給与について 

・ 国における検討状況を踏まえ、メリハリのある教員給与体系を実現するために、義務教育等

教員特別手当及び特別支援学校の教員等に支給される給料の調整額の見直しについて検討を

行うことが必要 

・ 教職調整額については、引き続き国における検討の状況等を注視していくことが必要 
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③ 給与構造の見直しについて 

・ 平成 18 年度から実施している給与構造の見直しについては、今年度で終了となるが、特に

勤務実績の給与への反映については、頑張る職員が報われるよう、制度趣旨に沿った適切な運

用が確保されるよう努めることが必要 

 

④ 獣医師の処遇改善について 

・ 人材確保が困難な状況にある獣医師職員について、19 の道県で初任給調整手当を支給して

人材確保に努めている状況を踏まえ、給与面での処遇改善を検討することが必要 

・ 採用辞退者や中途退職が多数発生している現状を真摯に受け止め、給与面での処遇以外の要

因や職場環境における課題を把握し、所要の措置を講ずることが必要 

 

⑤ 特殊勤務手当の見直しについて 

・ 国において支給実績がないもの等について見直しが行われており、本県においても手当ごと

の業務の実態等を精査し、支給内容がその時々の情勢に適応したものとなるよう見直していく

ことが必要 

 

⑥ その他の報告事項 

ア 年金支給開始年齢の延長に伴う任用等 

人事院は、公的年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、定年を段階的に 65 歳まで延長す

ることが適当とし、平成 22 年中を目途に立法措置のための意見の申出を行うこととしている。

今後は、人事院の意見の申出や立法化の状況を注視していくとともに、新たな任用等の仕組み

など本県独自の課題について検討を進めていくことが必要 

 

イ 能力・実績に基づく人事管理の推進 

職員の能力及び実績を適正に評価し、その結果を任用・給与等に活用できるような公正で納

得性の高い客観的な人事評価制度の整備について、早急に検討を進めていくことが必要 

 

ウ 多彩で優秀な人材の確保・育成 

・ 多彩で優秀な人材を確保するため、今後とも、より良い試験制度となるよう改善を進めて

いくことが必要 

・ 入庁後の人材育成についても、引き続き、研修内容の充実に取り組んでいくことが必要 

 

エ 勤務環境の整備 

（ア）時間外勤務等の縮減及び年次休暇の取得推進 

・ 時間外勤務等の縮減の成果があがっていないことから、任命権者においては、これまで

の取組を検証し、任命権者自らが強力なリーダーシップを発揮し、業務の徹底した見直し

や合理化を図るとともに、管理職員が率先して早期退庁に努めることなどに取り組むこと

を強く求める 

・ 年次休暇を取得しやすい環境づくりに努めることが必要 

（イ）職員の健康管理 

・ 心の病による休職者等が増加傾向にあることから、相談体制の一層の充実、職員の業務

量の平準化、弾力的な人員配置などに努めるとともに、特に長時間勤務者に対して積極的

に医師による面接指導を行っていくことが必要 

・ 管理職員等が職員の心の病をいち早く発見して、適切に対応することができるよう、日

頃から職員との意思疎通を密にし、気軽に相談できる雰囲気づくりに努めることが必要 

（ウ）両立支援の推進 

職員が仕事と家庭を両立しながら、男女に関係なく積極的に育児や介護に関わることがで

きるよう勤務環境の整備に努めるとともに、職員が育児休業等を支障なく取得できる必要な

措置を講ずるよう管理職員の意識改革が必要 

（エ）働きやすい職場環境の確保 

セクハラやパワハラが潜在化しやすいことや、相談しにくい体制になっていることなどが

相談件数が少ない原因として考えられることから、相談体制の一層の充実など、職員が相談
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しやすい環境整備に努めることが必要 

 
オ 服務規律の確保等 

職員の非違行為については、厳正な処分・指導はもとより、その事実関係を十分把握・分析

し、再発防止のための研修・啓発の実施など、実効性のある取組を進めていくことが必要 

 

 

３ 勤務条件に関する措置の要求状況（平成 22 年度） 

措置要求制度は、職員から給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し適当な行政上の措置を求め

る要求があった場合、人事委員会が必要な審査をしたうえで判定し、あるいは必要な措置の勧告を

行う方法で事案の解決に当たるものです。 

処 理 件 数 前年度末現在

係 属 件 数 
措置要求件数

区  分 

Ａ Ｂ  Ａの処理件数 Ｂの処理件数 

年度末現在

係 属 件 数

任  用 1  0 0 1 0  0 

 （注）１ 件数は、措置要求をした個々の職員１人をもって１件とし、複数の職員が共同で措置をし

た場合も職員１人をもって１件としている。 

    ２ １人の職員が２以上の異なる区分について同時に措置要求をした場合は、それぞれを１件

としている。 

 

４ 不利益処分に関する不服申立ての状況（平成 22 年度） 

   不服申立制度は、職員から懲戒処分、分限処分その他その意に反する不利益な処分を受けたとし

て不服申立てがあった場合に、人事委員会が事案ごとに審理を行い、処分を承認し、又は修正し、

若しくは取り消す判定を行うものです。 

処 理 件 数 前年度末現在

係 属 件 数 
不服申立件数

区  分 

Ａ Ｂ  Ａの処理件数 Ｂの処理件数 

年度末現在

係 属 件 数

分限処分 
（1） 

1  

（0）

0 

（0）

0 

（0）

0 

（0） 

0  

（1）

1 

懲戒処分 
（8） 

14,814  

（0）

0 

（0）

0 

（0）

0 

（0） 

0  

（8）

14,814 

合  計 
（9） 

14,815  

（0）

0 

（0）

0 

（0）

0 

（0） 

0  

（9）

14,815 

 （注）１ 件数は、不服申立てをした個々の職員１人をもって１件としています。 

    ２ （ ）は、事案数です。 
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